
○ 特定健診・保健指導による検査値の改善状況や行動変容への影響、医療費適正化効果等を検証するため、
「保険者による健診・保健指導等に関する検討会」の下に、有識者により構成されるワーキンググループを
設置し、レセプト情報・特定健康診査等情報データベース（NDB）を活用しつつ、これまで検討を行って
きた（平成25年3月から計14回開催）。

＜ワーキンググループ構成員＞（50音順・敬称略）
伊藤 由希子 東京学芸大学准教授 北村 明彦 大阪大学大学院准教授
多田羅 浩三 一般財団法人日本公衆衛生協会会長 津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センター
福田 敬 国立保健医療科学院統括研究官 三浦 克之 滋賀医科大学教授

○ 当該ワーキンググループでは特定健診・保健指導の実施による検査値への影響を分析し、本年４月に中間
的な取りまとめを行った。

○ 今回は、平成20年度から23年度の特定健診等のデータ及び平成21年度から平成24年度のレセプトのデー
タを用いて、特定健診・保健指導による医療費適正化効果について、第二次の中間的な結果としてとりまと
めたものである。

【参考】
○特定健診・・・・医療保険者（国民健康保険、被用者保険）が40歳から74歳の加入者（被保険者・

被扶養者）を対象として、毎年度、計画的に実施する、メタボリックシンドローム
に着目した検査項目での健康診査のこと。

○特定保健指導・・医療保険者が特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度、
計画的に実施する保健指導のこと。特定健診の結果に基づき、腹囲以外の追加リス
クの多少と喫煙歴の有無により、積極的支援の対象者と動機付け支援の対象者に階
層化される。

特定健診・保健指導の効果検証の概要
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1特定保健指導のコスト：動機付け支援 約６千円、積極的支援 約１万８千円※国庫補助の基準単価



１．分析対象
○ レセプト情報・特定健診等情報データベース(ＮＤＢ)に格納されている平成20年度～平成23年度の

特定健診・保健指導データのうち、全ての年度※についてレセプトデータとの突合率が80％以上で
あった保険者のデータ
※平成21年度～平成24年度の特定健診・保健指導データとレセプトデータで突合率を確認した。

○ 分析対象者数：365 保険者(国保 321、健保組合 ２、共済組合 42) 約20～23万人(年度で異なる)

２．分析方法
○ 分析対象者を参加者と不参加者に分け、主なメタボリックシンドローム関連疾患である

高血圧症、脂質異常症、糖尿病（３疾患）について、入院外の一人当たり医療費※を比較した。

・参加者・・・各年度の特定保健指導の対象となった者のうち、当該年度に初めて特定保健指導
を受け、６ヶ月後の評価を終了した者

・不参加者・・各年度の特定保健指導の対象となった者のうち、当該年度も含めて過去に一度も
特定保健指導を受けていない者（不参加者のみを対象とし、中断者は含めていない）

・一人当たり医療費・・・(当該年度の３疾患関連の医療費の合計)／(分析対象者数)

※３疾患関連の医療費の算出方法：
３疾患関連の「傷病名コード」及び「医薬品コード」をもつレセプトデータのみを対象。
ただし、３疾患以外の医療費を除外しきれないため、上記に加えて、特に医療費に大きな影響を
与えると考えられる「がん」に関連するレセプトデータは分析から除外した。

第二次中間とりまとめ概要
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３．分析結果①（積極的支援）

○ 積極的支援参加者と不参加者を比較すると、翌年度には全体で、男性で7,030～5,020円、女性で7,550
～2,590円の概ね有意な差異が見られた。

男性：5,340円(平成20年度指導)＊

＝不参加者の保険診療費の34.8％
7,030円(平成21年度指導)＊

5,320円(平成22年度指導)＊

5,020円(平成23年度指導)＊

の差異

女性：7,550円(平成20年度指導)＊

＝不参加者の保険診療費の34.0％
4,380円(平成21年度指導)＊

4,790円(平成22年度指導)
2,590円(平成23年度指導)

の差異
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※積極的支援・・・特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、
追加リスク（血糖・血圧・脂質）が２つ以上該当か、１つ該当かつ
喫煙歴がある、40～64歳の者が対象。
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３．分析結果②（動機付け支援）

○ 動機付け支援参加者と不参加者を比較すると、翌年度には全体で、40～64歳では男性で3,860～810円、
女性で2,640～－1,140円、65～73歳では男性で6,340～3,630円、女性で7,680～5,930円の差異が見ら
れた。

男性：3,860円(平成20年度指導)＊

＝不参加者の保険診療費の34.1％
3,100円(平成21年度指導)＊

810円(平成22年度指導)
1,360円(平成23年度指導) の差異

女性：2,640円(平成20年度指導)＊

＝不参加者の保険診療費の20.0％
－140円(平成21年度指導)
1,450円(平成22年度指導)

－1,140円(平成23年度指導) の差異

平成20年度特定保健指導動機付け支援参加者と不参加者の
翌年度の年間１人当たり入院外医療費の比較
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男性：6,340円(平成20年度指導)＊

＝不参加者の保険診療費の23.7％
5,840円(平成21年度指導)＊

4,840円(平成22年度指導)＊

3,630円(平成23年度指導)＊ の差異

女性：7,300円(平成20年度指導)＊

＝不参加者の保険診療費の23.1％
7,680円(平成21年度指導)＊

6,440円(平成22年度指導)＊

5,930円(平成23年度指導)＊ の差異
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※動機付け支援・・・ 特定保健指導対象者のうち、腹囲が一定数値以上で、
追加リスクが１つ該当かつ喫煙歴がない者への支援。40～74歳が対象。
(65歳以上では、積極的支援の基準に該当する場合でも動機付け支援を実施)
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４．分析結果のまとめ

＜個別的事項＞
（積極的支援）
○ 男女とも参加者が不参加者よりも一人当たり医療費が有意に低く、積極的支援に参加することにより
メタボリックシンドローム関連疾患の医療費への一定の効果が示唆された。

（動機付け支援①（40～64歳））
○ 積極的支援と比較すると、参加者と不参加者の差が小さく、有意な差を認めない年齢階級、年度も少なからず
存在した。

（動機付け支援②（65歳以上））
○ 男女とも参加者が不参加者よりも一人当たり医療費が有意に低く、動機付け支援に参加することにより
メタボリックシンドローム関連疾患の医療費への一定の効果が示唆された。

（留意点）
○ 特定保健指導を実施した当該年度の医療費について参加者と不参加者とを比較したところ、不参加者と比べて
参加者の医療費が有意に低い傾向が見られ、両群間にあるもともとの健康意識の差異等がその一因である
ことが示唆された。
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○ 特定保健指導の➀40～64歳の参加者に対する積極的支援、➁65歳以上の参加者に対する動機
付け支援について、メタボリックシンドローム関連疾患の医療費への一定の効果が示唆された。
※４月に公表した特定保健指導による検査値の改善効果においても、積極的支援及び65歳以上の
動機付け支援において効果が高く、年度を経るにつれ効果が低減する点など今回の結果と概ね
一致した傾向が示されている。

○ ただし、特定保健指導を実施した当該年度で既に参加者・不参加者に医療費の差が見られてお
り、もともとの健康意識の違いが特定保健指導への参加の有無に現れ、医療費にも影響を及ぼし
ている可能性に留意が必要。

5



５．今後の方向性
○ データの制約や様々な仮定をおいた分析であったが、特定保健指導の医療費適正化効果を初めて
大規模に評価できた意義は大きい。今回の結果に併せ、本年４月の中間取りまとめで示された検査
値の改善効果を踏まえて、今後、各保険者における特定保健指導の更なる実施率の向上が進むこと
が期待される。

○ 本ＷＧでは、ＮＤＢに蓄積されるデータの状況等も踏まえつつ、今後とも、以下のような分析・
検証作業を実施し、その成果を順次公表していくことを通じて、保険者の取組を支援していく。

①特定健診・保健指導のメタボリックシンドローム関連３疾患の合併症への医療費適正化効果
の分析
今回の短期的な分析では対象とならなかった、脳卒中や心筋梗塞、糖尿病合併症に係る医療費
に及ぼす影響について推計モデルを活用した分析結果を取りまとめ、今年度中を目途に公表
する。

②保険者における医療費適正化効果の検証を進めるための推計ツールの作成
今回の分析や①のモデル推計結果も踏まえつつ、データヘルス（レセプト・健診情報等に基づく
保健事業）を支援する観点から、各保険者が医療費適正化効果を検証するための一定の推計
ツールの作成を検討する。

③特定健診・保健指導の検査値データや医療費適正化効果の経年分析
本年４月及び今回の単年度の効果についての分析を発展させ、検査値や医療費に対して、
特定健診・保健指導が経年的に与える効果について検証する。

○ また、効果検証の作業に併せ、特定健診・保健指導の仕組みがスタートして５年が経過したこと
も踏まえ、今後は、特定保健指導の質の向上に向けた実施方法の検証等を実施していきたい。
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